
 

 

統計調査事務交付金取扱要綱 

 

   

  （通則） 

第１条  統計法（平成１９年法律第５３号）及び埼玉県統計調査条例（平成２０年埼

玉県条例第６０号）に基づく統計調査並びにその他の統計調査の実施に要する経費

として、市町村長に対して交付する交付金（以下「交付金」という｡)の取扱いにつ

いては、この要綱の定めるところによる。 

  （交付金） 

第２条  知事は、市町村長に対し、毎年度予算の範囲内において交付金を交付する。 

  （決定及び通知） 

第３条  知事は、統計調査ごとに交付金額を決定する。ただし、２以上の統計調査を

一元的に実施する場合は、これを合わせて交付金額を決定することができる。 

２  知事は、前項の規定により決定した交付金額を、市町村長に対し交付決定通知書

（別記第１号様式）により通知する。 

（交付金の経理） 

第４条  市町村長は、交付金を市町村の歳入歳出予算に繰り入れ、明確に経理しなけ

ればならない。 

  （交付金の目的外使用の禁止） 

第５条  市町村長は、交付金を当該交付にかかる統計調査以外の目的に使用してはな

らない。 

  （交付金の流用） 

第６条  市町村長は、別表１に掲げる交付金の流用をしようとするときは、あらかじ

め、当該年度の統計調査ごとに、又は、第３条ただし書きの規定により、交付金額

を決定したときは合わせて、交付金流用承認申請（別記第２号様式）を知事に提出

し、その承認を得なければならない。 

第７条  前条の規定にかかわらず別表２の各項目のいずれかに該当する場合は、知事

の承認を要しないものとする。 

 （収支精算書） 

第８条  市町村長は、毎年度、当該年度の交付金収支精算書（別記第３号様式）を作

成し、３月３１日までに知事に提出しなければならない。 

  （交付金の調査） 

第９条  知事は、必要があると認めたときは、市町村長に対して、交付金の経理状況

その他について報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行うことができる。 

  （交付金の返還命令） 

第 10 条  知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市町村長に対して、

交付金の全部又は一部を返還させるものとする。 

  (1) 第５条又は第６条の規定に違反したとき。 

  (2) 正当な理由なく、前条の報告若しくは資料の提出又は調査を拒み、妨げ、又は

忌避したとき。 



 

 

  (3) 交付金に不適当な支出があったとき。 

  (4) 交付金に残額が生じたとき。 

  （提出書類の部数） 

第 11 条  この要綱に規定する書類の提出部数は、１部とする。 

    附  則 

１  この要綱は、昭和５８年７月１８日から施行する。 

２  この要綱の施行前に旧要綱の規定によってなされた交付決定通知、流用承認申請、

流用承認その他の行為は、この要綱に当該規定に相当する規定があるときは、当該

相当する規定によってなされたものとみなす。 

    附  則 

  この要綱は、平成４年６月１５日から施行し、平成４年度の交付金から適用する。 

    附  則 

  この要綱は、平成７年４月１日から施行し、平成７年度の交付金から適用する。 

    附  則 

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行し、平成１６年度の交付金から適用する。 

    附  則 

  この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、平成２１年度の交付金から適用する。 

附  則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度の交付金から適用する。 

 

 



 

 

別記第１号様式（第３条関係） 

 

                  年度  統計調査事務交付金交付決定通知書 

 

                                                   文書番号 

                                                         年    月    日 

 

 

   市町村長   様 

 

 

                                            埼玉県知事           

 

 

   統計調査事務交付金取扱要綱第３条の規定に基づき、下記のとおり交付する。 

 

記 

 

  １  交  付  額      金                  円 

 

  ２  支出方法       概算払 

 

  ３  科目の区分



 

 

別記第２号様式（第６条関係） 

 

                  年度○○統計調査事務交付金流用承認申請書 

 

                                                   文書番号 

                                                        年    月    日 

 

（あて先） 

埼玉県知事 

 

 

                                            市町村長             

 

 

    統計調査事務交付金取扱要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

                                  記 

 
 
 
区    分 

 
 
交付額 

 
 
既流用承認  
 
済増(△)減額  

 
 
 
交付現額 

 
 
今回要求流  
 
用増(△)減額  

 
 
 
改交付現額  

 
 
 
備    考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   計 

      

 

（注）  流用承認申請の理由及び積算内訳を別紙に記載して添付してください。 



 

 

別記第３号様式（第８条関係） 

 

                    年度  統計調査事務交付金収支精算書 

 

                                                   文書番号 

                                                        年    月    日 

 

（あて先） 

埼玉県知事 

 

 

                                            市町村長             

 

 

    統計調査事務交付金取扱要綱第８条の規定に基づき、下記の統計調査事務交付金につ 

き別紙のとおり報告します。 

記 

 

    ○○統計調査事務交付金        ○○○○円 

  

 

 

※ 残額がない場合には、次のとおり複数調査を一括して報告しても可。ただし、別紙は

各調査ごとに作成のこと。 

 

 

    ○○統計調査事務交付金        ○○○○円 

 

    ○○統計調査事務交付金        ○○○○円 

 

 



 

 

別紙 

 

                                                          市町村名 

 

  １  ○○統計調査 

  ２  交付金の精算 

 
 
 
 
区    分 

 
 

A 
 
交付額 

 
 

B 
 
流用増 
 

(△) 減額 

 
 
C=A+B 
 
交付現額 

 
 

D 
 
支出額 

 
 
E=C-D 
 
残    額 

 
 
 
備    考 

       

 

（注）区分欄には、「節」を記入する。ただし、報酬にあっては、「節の細分」として、  

指導員報酬及び調査員報酬の別を記入し、旅費にあっては、「節の細分」として、費用弁

償及び普通旅費の別を記入する。 

  なお、報償費を需用費（報償用消耗品）に組み替えて支出した場合は、「節の細分」と

して、報償用消耗品及びその他の需用費の別を記入する。（経済産業省所管調査を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別表１ 

    経済産業省の交付金 経済産業省以外の交付金 

１ 交付に際して示された科目間での流用 

 

２ 交付に際して示された科目以外の科目

を設定しての流用 

１ 報酬又は報償費を増減する流用 

 

２ 交付に際して示された科目以外の科目

を設定しての流用 

  

別表２ 

経済産業省の交付金 経済産業省以外の交付金 

１ 報酬又は職員手当を増減する流用額が

当該経費の１０％未満のとき。 

 

２ 報酬及び職員手当以外の科目を増減す

る流用額が当該経費の２０％未満のとき。 

 

３ 費用弁償を報酬に組み替えて支出する

とき。 

 

 

４ 庁費（指導員写真代、統計調査員写真代、

指導員電話料、又は統計調査員電話料に 

限る。）を報酬に組み替えて支出するとき。 

 

５ 上記以外で、知事が必要と認めたとき。 

１ 報酬又は報償費を増減する流用額が当

該経費の１０％未満のとき。 

 

２ 費用弁償を報酬に組み替えて支出する

とき。 

 

３ 報償費を需用費（記入者消耗品費及 

び報告者消耗品費に限る。）に組み替えて

支出するとき。 

 

４ 賃金を新たに設定した職員手当として

又は職員手当を新たに設定した賃金とし

て支出するとき。 

 

５ 需用費（指導員写真代又は統計調査 

員写真代に限る。）を報酬に組み替え 

て支出するとき。 

 

６ 役務費（指導員電話料又は統計調査 

員電話料に限る。）を報酬に組み替え 

て支出するとき。 

 

７ 上記以外で、知事が必要と認めたとき。 

上表中の庁費とは、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を合わせた科目

である。 

 

 


